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コンビニエンスストアへの自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置について 

 

１ 目的 

「ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン」（平成３０年１２月２５日 一般財団法

人日本救急医療財団）において、心停止の現場から片道１分以内の密度（半径１５０ｍ

に１台）でＡＥＤを設置することが推奨されている。 

そのため、２４時間使用可能なＡＥＤが半径１５０ｍ以内にない地域（以下「不足地

域」）に所在するコンビニエンスストア（以下「コンビニ」という。）に対し、区の費用

負担によりＡＥＤを設置することで、応急救護体制の充実及び救命率の向上を目指す。 

 

２ 実施方法 

区とコンビニ本社との間で設置に関する協定を締結し、不足地域にある２４時間営

業の店舗に、保守付の借上によって調達したＡＥＤを設置する。 

設置店舗に関しては、ホームページ等で公開し、あわせて店舗入口にＡＥＤが設置

されている旨を示すステッカーを掲出することで、周知を図る。 

また、設置店舗においては、救命目的でＡＥＤの貸出要請があった際に、適切に受

け渡しを行う。 

 

３ 協定締結機関 

（１）台東区 

（２）コンビニ各社 

株式会社ファミリーマート、株式会社ローソン、株式会社エル・ティーエフ、 

株式会社ローソンストア１００、ミニストップ株式会社 

 

４ 協定書（案） 

別紙１の通り 

 

５ 設置予定台数 

１７店舗/１７台 詳細は、別紙２の通り 

 

６ 予算額 

７９，４２０円 

令和７年１２月１２日 

保 健 福 祉 委 員 会 資 料 
健 康 部 生 活 衛 生 課 
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７ 今後の予定 

令和７年１２月    協定締結 

令和８年 ３月    ＡＥＤの設置 
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自動体外式除細動器設置に係る協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）と ●●●●（以下「乙」という。）は、自動体外式除細動

器（以下「ＡＥＤ」という。）の設置について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を

締結する。 

 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、台東区における応急救護体制の充実及び救命率の向上のため、

乙の直営店及びフランチャイズ加盟店（以下「乙店舗」という。）の一部におけるＡＥ

Ｄの設置に係る事項を定めるものとする。 

 

（ＡＥＤの設置） 

第２条 甲は、台東区内における乙店舗の一部にＡＥＤを設置するものとし、乙はこれ

に同意するものとする。 

２ ＡＥＤを設置する乙店舗（以下「設置店舗」という。）及びＡＥＤの設置台数は、甲

及び乙が協議の上で定めるものとし、甲は、当該協議に当たり、乙店舗の建物所

有者又は店舗経営者の意向によりＡＥＤを設置できない場合があることをあらか

じめ承諾するものとする。 

３ 設置店舗は、設置店舗の営業時間内に、設置店舗周辺で傷病者が発生し、その

場に居合わせた住民等が救命を目的としてＡＥＤの使用を申し出た場合、できる限

りこれに応え、住民等にＡＥＤを使用させる（以下「受渡し」という。）よう努めるもの

とする。この場合において、設置店舗は、ＡＥＤの取扱説明、補助及び使用の義務

は負わないものとする。 

４ 前項後段の規定にかかわらず、甲は、設置店舗自らの意思でＡＥＤを使用するこ

とを妨げない。 

 

（設置の要件・費用負担） 

第３条 甲は、乙及び設置店舗（以下「乙等」という。）協議の上、設置店舗の適切な

場所にＡＥＤを設置するものとし、乙は、本協定に定める条件で、ＡＥＤが設置され

た場所を甲に対して無償で使用させるものとする。 

２ ＡＥＤの設置・撤去、保守・点検、備品・消耗品の交換等、設置店舗のＡＥＤに係る

一切の費用は、甲が負担するものとする。ただし、次条第２項及び第５条第１項の

規定による連絡に係る通信費は、乙が負担するものとする。 

３ 乙は、甲が指定するステッカー等を、設置店舗入口付近の見やすい場所に掲示し

（案） 
（別紙１） 
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て、設置店舗にＡＥＤが設置されていることを住民等が認知できるよう努めるもの

とする。 

 

（保守点検） 

第４条 甲は、定期的に設置店舗に設置したＡＥＤの点検を行い、適切に管理するも

のとする。 

２ 設置店舗は、ＡＥＤが使用可能な状態にあるか、定期的にインジケータのチェック

を行うよう努め、ＡＥＤに異常があると判断したときは、速やかにこれを甲に連絡す

るものとし、甲は、当該ＡＥＤの修理その他の必要な対応を行うものとする。 

 

（使用後の対応） 

第５条 設置店舗は、設置店舗に設置したＡＥＤが使用された場合は、速やかに甲へ

報告するものとする。 

２ 甲は、設置店舗のＡＥＤが使用されたときは、消耗品等の補充その他の必要な措

置を行うものとする。 

３ 甲は、設置店舗の外でＡＥＤが使用されたときは、当該ＡＥＤを再び使用できる状

態にした上で、当該設置店舗に再度設置するものとする。 

 

（講習） 

第６条 甲は、乙等からの要望があった場合、必要に応じ、動画や講習等の方法によ

りＡＥＤの取扱いその他の応急手当に関する知識習得のための案内を行うものと

する。 

 

（住民等への広報） 

第７条 甲は、本協定に定める事項に関し、甲のホームページ等を通じて、住民等に

対して次の事項を周知するものとする。 

（１）設置店舗の所在地に関すること。 

（２）設置店舗は、AED の受渡しのみを行い、当該設置店舗の従業員が現場へ出向

くものではないこと。 

（３）設置店舗の営業時間外及び改装等により当該設置店舗が営業していない場合

は、当該期間は当該設置店舗のＡＥＤの利用ができなくなること。 

 

（店舗の開店・閉店等） 

第８条 乙は、台東区内に新たに乙店舗が開店する場合は、速やかに甲に連絡し、Ａ

ＥＤの設置について協議するものとする。 

2 乙は、設置店舗が閉店又は何らかの理由によりＡＥＤ設置及び使用が困難となる
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場合は、速やかに甲に連絡するものとする。 

3 甲は、前項の規定による連絡を受けたとき、当該店舗におけるＡＥＤの使用、設置

及び撤去について乙と協議するものとする。 

 

（責任の所在・免責） 

第９条 乙は、専ら乙等の故意若しくは重過失に起因する事由によりＡＥＤを紛失し、

又は毀損したときは、当該ＡＥＤと同種のもの又はこれに相当する金額をもって、

甲に対し賠償しなければならない。 

２ 乙は、前項に規定する場合を除き、ＡＥＤの設置・保管、受渡し、住民等によるＡＥ

Ｄの使用等に関し、甲又は第三者に対して生じた損害について、一切の賠償責任

を負わないものとする。 

 

（協定の期間） 

第１０条 本協定の有効期間は、本協定書の締結日から令和８年（２０２６年）３月３１

日までとする。ただし、この期間満了１ヶ月前までに甲乙から書面による異議の申し

出がなければ、更に１年間延長するものとし、その後においても期間が満了した場

合と同様とする。 

 

（その他） 

第１１条 本協定に定めのない事項又は本協定書に関し疑義を生じた事項について

は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名、押印の上、各自１通を

保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

               甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                 台東区 

             東京都台東区長  服 部 征 夫 

 

 

         乙 所在地 

                 会社名 

                 代表者役職・氏名 
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【令和７年度設置予定店舗】（１7か所）

①ファミリーマート谷中店   （谷中3-24-4 Ｋ-ハウス1）

②ローソン・スリーエフ台東谷中三丁目店 （谷中3-3-4）

③ローソンストア100台東根岸三丁目店 （根岸3-1-18）

④ミニストップ下谷店   （下谷2-23-8）

⑤ファミリーマート千束三丁目店  （千束3-16-1 1F）

⑥ファミリーマート台東千束店  （千束4-26-5）

⑦ファミリーマート台東日本堤店  （日本堤1-5-3）

⑧ローソンストア100台東清川二丁目店 （清川2-3-5）

⑨ファミリーマート台東池之端店  （池之端2-1-42）

⑩ファミリーマート台東松が谷店  （松ケ谷2-7-7）

⑪ファミリーマート台東四丁目店  （台東4-30-6）

⑫ファミリーマート新御徒町駅前店  （東上野1-2-13）

⑬ローソン台東三丁目店   （台東3-5-10）

⑭ファミリーマート台東一丁目店  （台東1-1-14）

⑮ファミリーマート台東鳥越店  （鳥越1-8-2）

⑯ファミリーマート台東三筋一丁目店 （三筋1-9-3）

⑰ファミリーマート台東三筋店  （三筋1-17-10 1F）

【凡例）
…24時間使用可能ＡＥＤ及び半径150ｍの範囲

…R7年度の設置により対応できる範囲（１7か所）

コンビニエンスストアへのAED設置予定一覧（令和７年１１月２１日現在）

台東区都市づくり部白地図使用

（別紙２）

⑫
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